
○

内
閣
府
の
所
管
す
る
金
融
関
連
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
内
閣
府
令
第
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

申
請
等
（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
二
年

３

申
請
等
（
財
務
諸
表
等
の
監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
二
年

大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
一
条
の
二
、
外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示

大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
一
条
の
二
、
外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示

に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十
六
号
）
第
三
条
並
び

に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十
六
号
）
第
三
条
並
び

に
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令

に
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
五
条
並
び
に
第
十
五
条
の
二
第
一
項

（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
五
条
並
び
に
第
十
五
条
の
二
第
一
項

及
び
第
五
項
、
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成

及
び
第
五
項
、
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成

五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）
第
六
条
並
び
に
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五

五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）
第
六
条
並
び
に
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五

項
並
び
に
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
内
閣

項
並
び
に
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
内
閣

府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
申

府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
申

請
等
を
除
く
。
）
を
行
う
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
す
る
事
項
に
つ

請
等
を
除
く
。
）
を
行
う
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
す
る
事
項
に
つ

い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
法

い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
法

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
認

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
認

証
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

証
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）



（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

行
政
機
関
等
が
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
通
知
等
（
財
務
諸
表
等
の
監

３

行
政
機
関
等
が
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
通
知
等
（
財
務
諸
表
等
の
監

査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
の
二
、
外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の

査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
の
二
、
外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の

開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
三
条
第
三
項
、
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る

開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
三
条
第
三
項
、
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る

内
閣
府
令
第
十
五
条
の
二
第
四
項
、
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す

内
閣
府
令
第
十
五
条
の
二
第
四
項
、
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す

る
内
閣
府
令
第
二
十
四
条
第
四
項
並
び
に
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る

る
内
閣
府
令
第
二
十
四
条
第
四
項
並
び
に
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る

手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等

手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等

を
除
く
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通

を
除
く
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通

知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
法
第
四
条
第
一
項
の

知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
法
第
四
条
第
一
項
の

行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
、
当
該
処
分
通
知
等
の

行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
、
当
該
処
分
通
知
等
の

情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
を
当
該
処
分

情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
を
当
該
処
分

通
知
等
と
併
せ
て
当
該
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

通
知
等
と
併
せ
て
当
該
行
政
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）


